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○ 要綱第 号

愛媛県電動車い 安全 録要綱を次 う 定

成 日

一般社団法人愛媛県交通安全協会会長 矢 野 精 一

愛媛県電動車い 安全 録要綱

目的

第 条 要綱 電動車い 安全 健全 利用を 進 交通事故等

防 を 電動車い 盗難防 並び 盗難 遭い又 遺失

電動車い 期 見 期回復 資 電動車い 録 制度

を設 交通 安全 滑 実現 寄与 を目的

定義

第 条 要綱 い 次 各号 掲 用語 意義 当 各

号 定

電動車い 路交通法 昭和 35 法律第 105 号 第 条第 項第 11

号 規定 身体 害者用 車い 原動機を用い をいう

電動車い 利用者 電動車い を所 又 借 使用 い

者をいう

録

第 条 愛媛県 電動車い 利用者 一般社団法人愛媛県交通安全協会 以

県協会 いう 安全 録 以 録 いう を

前項 録 効期間 10

第 項 録 手数料 徴収 い

録 申込

第 条 電動車い 利用者 前条第 項 録を う 電

動車い 安全 録票 様式第 号 以 録票 いう を次条 規定

指定 録 扱所 提出 録 申込 を い

録票 定 電動車い 安全 録票記載要領 基 記載

指定 録 扱所

第 条 県協会 録業務を適切 効率的 実施 電動車い

販売又 貸付 を業 者及び地区交通安全協会 以 地区協会 い
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う 事務所を 電動車い 録 扱所 指定

前項 規定 者 項 指定を う 指定を

う 事務所 電動車い 安全 録 扱所指定申請書 様式第 号

を県協会 提出 い

第 項 指定を 者 以 指定 録 扱者 いう 当 指

定を 事務所 以 指定 録 扱所 いう い 次条及び

第 条 手続を適 行わ い

録申込 付及び 録証 貼付

第 条 指定 録 扱者 第 条 規定 指定 録 扱所 録票 提

出 録 申込 あ を 付 電動車い 安

全 録証 様式第 号 以 録証 いう を当 録 電動車

い 貼付

録証 原則 電動車い 前部 見えや い箇所 貼付

録票 処理

第 条 指定 録 扱者 録 申込 指定 録 扱所 提出

録票 枚 うち 枚目 票 を申込者 交付 枚目 票

を控え 自 保管 枚目 票 を県協会 送付

前項 規定 録票 票 県協会へ 送付 地区協会以外 指定

録 扱者 あ 所在地 地区協会を経由 電動車い

利用者 録 申込 あ 日 属 翌 日 所在地

地区協会 提出 い

地区協会 前項 規定 提出 あ 録票 票及び自 指定

録 扱者 あ 場合 あ 自 付 録票 票を 電動車

い 利用者 録 申込 あ 日 属 翌 10 日 県

協会 送付 い

録 実施

第 条 県協会 録票 票 送付を 次 掲 事項を電

動車い 安全 録簿 以 録簿 いう 録

録 日

録番号

車体番号

メ カ

車

利用者 住所 氏 生 日及び電 番号
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車体色

所在地 地区協会

前項 録簿 電磁的記録 電子的方式 磁気的方式 他人 知覚

認識 い方式 作 記録 あ 電子計算機

情報処理 用 供 をいう 以 作成

録事項変更 申出

第 条 第 条第 項 録を 電動車い 利用者 前条第 項第 号

掲 録事項 変更 あ を所在地 地区協会 申

出

地区協会 前項 申出 あ 録電動車い 録事項変更報

告書 様式第 号 を県協会 報告 い

録事項 変更

第 10 条 県協会 前条第 項 報告を 録簿 当

電動車い 録事項を変更

廃車等 申出

第 11 条 第 条第 項 録を 電動車い 利用者 次 各号 い

当 当 各号 掲 者 を所在地

地区協会 申 出

録 電動車い を廃車 譲渡 又 利用 く

電動車い 利用者 あ 本人

死亡 相続人

地区協会 前項 申出 あ 録電動車い 廃車等報告書 様

式第 号 を県協会 報告 い

録 抹消

第 12 条 県協会 前条第 項 報告を 報告 く 条

第 項各号 い 当 事実 明 場合を含 録簿

当 電動車い 録を抹消

録票及び 録証 用紙 作成及び配布

第 13 条 録票及び 録証 用紙 県協会 作成 指定 録 扱者 配

布

指定 録 扱者 録票及び 録証 用紙を指定 録 扱所 備え く

指定 録 扱者 指定 録 扱所 電動車い 交通安全 録申込

付簿 様式第 号 を備え 録証 用紙 払状況を明
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い

録事項 情報 扱い

第 14 条 県協会 地区協会及び指定 録 扱者 第 条第 項 録 関

知 得 録事項 他 情報 漏えい 又 個人情報 目的外 使用

い う 情報管理を適 行う

意見聴

第 15条 県協会 愛媛県電動車い 安全 録制度 適 運営を

当 制度 運営 関 必要 応 愛媛県電動車い 交通安全対策協議会

意見を聴

愛媛県警察本部 連携

第 16 条 県協会 第 条 目的を 成 必要 範 い

愛媛県警察本部 録事項 情報 共 を

指定 録 扱者 第 条 規定 録 申込 あ 申

込者 対 前項 規定 趣 を説明 理解を得

細則

第 17 条 要綱 定 ほ 電動車い 録 関 必要 事項

定

附 則

要綱 成 26 日 施行
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様式第 号。第 条関係)

電動車いす安全登録票

枚目 表

電 動 車 い す 安 全 登 録 票。A 票

効期間 10 自店販売 ンタ 登録 ～ 当番号○印～

登録 日 成 日 登 録 番 号

車 体 番 号 車体番号 し

メ 車

郵便番号 － 講 無 成 無

利 住所

用 フ 生 日 00 黒 01 灰

氏 大 昭和 成 車 02 白 銀 03 紫

者 日 体 04 青 05

自宅 勤務先 携帯 色 06 黄 07 茶

電 08 橙 09 赤

指定登録 扱所 登録番号

個人情報 扱い い

本登録 関す 個人情報 次 目的 利用し 他 目的 利用す あ

せ 個人情報 適 管理し す

○電動車いす利用者 交通事故等 防 目的 し 交通安全講習 開催

○電動車いす 盗難及び遺失時 被害品等 特定

○盗難 遺失等安全 わ 電動車いす 所 者等 期特定及び 期返納

枚目 裏

登録票 扱い い

。一社)愛媛県交通安全協会

登録票 いろいろ 場合 必要 す 大切 保管し さい

登録し 電動車いす。以 登録車いす いう 売 他 人 あ す

部 譲渡証明書 記入し 電動車いす 登録証 登録票 一

渡し さい

次 う 場合 登録 指定 販売店等 登録 し さい

電動車いす 付 あ 登録証 破損し 時

登録 効期間 満了し 時

登録車いす 遺失し 盗難 あ 登録票 持 警察署 届出 し

さい

登録車いす 廃棄す 又 登録事項 変更す 地区交通安全協会 届出

し さい

登録 効期間 登録し 日 10 間 す

譲 渡 証 明 書

記電動車いす 以 譲渡し し

譲渡日 成 日

譲渡人 印

譲 人。氏 )
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枚目 表

電 動 車 い す 安 全 登 録 票。 票

効期間 10 自店販売 ンタ 登録 ～ 当番号○印～

登録 日 成 日 登 録 番 号

車 体 番 号 車体番号 し

メ 車

郵便番号 － 講 無 成 無

利 住所

用 フ 生 日 00 黒 01 灰

氏 大 昭和 成 車 02 白 銀 03 紫

者 日 体 04 青 05

自宅 勤務先 携帯 色 06 黄 07 茶

電 08 橙 09 赤

指定登録 扱所 登録番号

個人情報 扱い い

本登録 関す 個人情報 次 目的 利用し 他 目的 利用す あ

せ 個人情報 適 管理し す

○電動車いす利用者 交通事故等 防 目的 し 交通安全講習 開催

○電動車いす 盗難及び遺失時 被害品等 特定

○盗難 遺失等安全 わ 電動車いす 所 者等 期特定及び 期返納

枚目 表

電 動 車 い す 安 全 登 録 票。 票

効期間 10 自店販売 ンタ 登録 ～ 当番号○印～

登録 日 成 日 登 録 番 号

車 体 番 号 車体番号 し

メ 車

郵便番号 － 講 無 成 無

利 住所

用 フ 生 日 00 黒 01 灰

氏 大 昭和 成 車 02 白 銀 03 紫

者 日 体 04 青 05

自宅 勤務先 携帯 色 06 黄 07 茶

電 08 橙 09 赤

指定登録 扱所 登録番号

個人情報 扱い い

本登録 関す 個人情報 次 目的 利用し 他 目的 利用す あ

せ 個人情報 適 管理し す

○電動車いす利用者 交通事故等 防 目的 し 交通安全講習 開催

○電動車いす 盗難及び遺失時 被害品等 特定

○盗難 遺失等安全 わ 電動車いす 所 者等 期特定及び 期返納



 

様式第２号(第５条関係） 

 

 

電動車いす安全登録取扱所指定申請書 

 

 

 

 

１ 申請者 

  ○住所 

 

   

 

 ○販売会社(営業所)の所在地 

 

 

   

 ○店名 

 

 

   

 ○氏名 

 

 

   

 ○生年月日 

 

 

 

２  申請の事由 

    私は、電動車いす安全登録制度の趣旨に賛同し、電動車いす安全登録取扱所として指定を  

申請します。 

 

 

    平成  年  月  日 

 

 

                                    申請人                            印 

 

 

 

   一般社団法人愛媛県交通安全協会長 殿 
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様式第 号。第 条関係

電動車いす安全登録証

55 ㎜

電動車いす安全登録証

第○○○○号 20 ㎜

愛媛県

○地色 白色 文字黒色

○登録番号 1 ～ 20,000

様式第 号。第９条関係

登録電動車いす登録事項変更報告書

成 日

一般社団法人愛媛県交通安全協会御中

○○地区交通安全協会

登録電動車いす 登録事項 係 変更 申出 あ し 次 報告し す

○変更申出 日 成 日

○申出者 氏

登 録 番 号 号

変更事項 新

氏

○登録電動車いす 。生 日)

住 所

電 番号

○指定登録 扱所

コ 番号 号

様式第 号。第 11 条関係

登録電動車いす廃車等報告書

成 日

一般社団法人愛媛県交通安全協会御中

○○地区交通安全協会

電動車いす 廃棄 申出 あ し 次 報告し す

○廃棄申出 日 成 日

○申出者 氏

登録番号 号

○廃棄電動車いす 氏

電 番号

○指定登録 扱所

コ 番号 号
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様式第 号。第 13 条関係)

電動車いす安全登録申込 付簿

登録 付日 登録番号 登録者。氏 齢) 住 所 電 番号 備考

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日

日


